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揖保川 2016/2/17

進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

治水-1 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(橋梁改築）

橋梁改築進捗率（％）
（本町橋） ○ ○ 95%

治水-2 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）
○ ○ 100%

2)觜崎地区（16.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、堰の統合等について検討し、改築を行
う。堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-3 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（小宅統合頭首工、東觜崎井

堰）
0%

3)上笹地区（22.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、河道掘削を行う。その際、水際植生を
極力保全するため、緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-4 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

0%

治水-5 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

治水-6 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）
0%

5)中比地地区（27.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、堰の改築を行うとともに、魚類等の移
動の改善を図る。

治水-7 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（香山上井堰） 0%

6)野・須賀沢地区（29.2ｋ）
　流下能力を向上させるため、河道掘削を行う。その際、水際植生を
極力保全するため、緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-8 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

0%

治水-9 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
○ 12%

治水-10 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（野井堰、荒井頭首工） 0%

8)岸田地区（35.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、堰の改築を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。

治水-11 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（三津井堰） 0%

9)田井地区（35.6ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行う。

治水-12 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

10)安黒地区（41.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、堰の改築を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。

治水-13 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（神野頭首工） 0%

治水-14 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

治水-15 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（神戸大井井堰） 0%

治水-16 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）
0%

治水-17 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堰改築)

堰改築進捗率（％）
（曲里大井井堰） ○ ○ 100%

治水-18 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削)

河道掘削進捗率（％）
○ ○ 19%

13)中安積地区（45.0ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行う。

治水-19 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

1)西安積・中安積地区（45.2ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行う。

治水-20 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

1)船代・宮本地区（1.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、河道掘削を行う。その際、水際植生を
極力保全するため、緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-21 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

0%

治水-22 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）
0%

治水-23 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（赤井頭首工） 0%

治水-24 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）
0%

1)段之上地区（4.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。
堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-25 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（清水井堰、鍵田頭首工、内田
井堰、当元井堰の統合井堰）

○ 90%

1)段之上地区（4.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。
堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-26 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）

○ 13%

1)段之上地区（4.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。
堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-27 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

○ 63%

1)段之上地区（4.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。
堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-28 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(橋梁改築）

橋梁改築進捗率（％）
（梅原橋） 0%

1)段之上地区（4.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。
堰改築に伴い魚類等の移動の改善を図る。

治水-29 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(橋梁改築）

橋梁改築進捗率（％）
（西光橋） 0%

2)新宮・芝田地区（5.4ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために堰改築及び河道掘削を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、
緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-30 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）

0%

2)新宮・芝田地区（5.4ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために堰改築及び河道掘削を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、
緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-31 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（芝田井堰）

0%

2)新宮・芝田地区（5.4ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために堰改築及び河道掘削を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、
緩やかな勾配による掘削を行う。

治水-32 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

0%

3)大屋・平野地区（7.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、引堤、堰改築及び河道掘削を行う。堰
改築では、統合等について検討するとともに、魚類等の移動の改善を
図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、緩やかな勾配に
よる掘削を行う。

治水-33 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(堤防整備）

堤防整備進捗率（％）

0%

3)大屋・平野地区（7.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、引堤、堰改築及び河道掘削を行う。堰
改築では、統合等について検討するとともに、魚類等の移動の改善を
図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、緩やかな勾配に
よる掘削を行う。

治水-34 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（平野下井堰）

0%

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

4.1.1
河道整
備に関
する事
項

1)興浜地区（-0.2ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、本町橋の改築を継続して実施するとと
もに、河口付近の河道掘削を行う。河道掘削にあたっては、塩沼植物
群落の生育環境に配慮するとともに、感潮帯が復元できるような掘削
形状の検討を行う。

4)平見地区（24.6ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために河道掘削を行う。河道掘削では、水際植生を極力
保全するとともに、樹林化した丸石河原が再生できる掘削形状の検討
を行う。

7)中広瀬・今宿地区（30.8ｋ）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を、宍粟市の「かわまちづ
くり」と連携して行うとともに、流下能力を向上させるために堰の統
合等について検討し改築を行う。堰改築に伴い魚類等の移動の改善を
図る。

11)閏賀地区（44.0ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために堰の改築及び河道掘削を行う。堰改築に伴い魚類
等の移動の改善を図る。河道掘削では水際植生を極力保全するととも
に、樹林化した丸石河原が再生できる掘削形状の検討を行う。

12)曲里地区（45.0ｋ付近）
　堰の改築及び河道掘削を継続的に実施し、平成21年8月の洪水に対
して被災した箇所の被害軽減を図る。堰改築に伴い魚類等の移動の改
善を図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するとともに、樹林化
した丸石河原が再生できる掘削形状の検討を行う。

2)中井・末政地区（6.6ｋ付近）
　堤防が整備されていない地区の堤防整備を行うとともに、流下能力
を向上させるために堰改築及び河道掘削を行う。堰改築に伴い魚類等
の移動の改善を図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、
緩やかな勾配による掘削を行う。

4.1.1
河道整
備に関
する事
項
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揖保川 2016/2/17

進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

3)大屋・平野地区（7.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、引堤、堰改築及び河道掘削を行う。堰
改築では、統合等について検討するとともに、魚類等の移動の改善を
図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、緩やかな勾配に
よる掘削を行う。

治水-35 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
（堰改築）

堰改築進捗率（％）
（柳森井堰）

0%

3)大屋・平野地区（7.0ｋ付近）
　流下能力を向上させるため、引堤、堰改築及び河道掘削を行う。堰
改築では、統合等について検討するとともに、魚類等の移動の改善を
図る。河道掘削では、水際植生を極力保全するため、緩やかな勾配に
よる掘削を行う。

治水-36 Ａ 流下能力の向上に関する整備の状況
(河道掘削）

河道掘削進捗率（％）

0%

4.1.2 堤
防の安全
性の確保
に関する
事項

堤防の浸透や侵食に対して安全性が低い区間については、今後、背後
地の人口、資産等を踏まえ、堤防の安全性を確保するための対策を順
次実施する。

治水-37 A 堤防の安全性確保 堤防安全性確保対策の整備進捗
率（％）

○ ○ 84%

治水-38 Ａ 耐震照査の状況
（堤防）

堤防の耐震性能の照査進捗率
（％） ○ 100%

治水-39 Ａ 耐震照査の状況
（樋門・堰等）

樋門・堰等の耐震性能の照査進
捗率（％） ○ ○ 33%

治水-40 Ｂ 耐震対策の状況
（堤防）

堤防の耐震性能確保実施量
（m） 100%

治水-41 Ｂ 耐震対策の状況
（樋門・堰等）

樋門・堰等の耐震性能確保実施
量（施設数） 0施設数

　なお、津波対策については、今後の新たな知見により対策が必要に
なった場合には、適切な対策を実施する。

治水-42 C 津波対策の実施状況 津波対策の実施状況
実施なし

治水-43 Ｃ 高潮による被害対策、軽減対策等の検
討状況

高潮による浸水被害対策、軽減
対策等の検討の実施状況 実施なし

治水-44 Ａ 高潮堤防の整備状況 高潮堤防整備進捗率（％）
0%

4.1.5 内
水対策に
関する事
項

　内水被害の軽減を図るため、浸水区域の周知や水位情報発信等のソ
フト対策を関係機関と連携して実施する。

治水-45 Ｃ 内水被害軽減に対策の状況（ソフト対
策）

関係機関と連携した内水被害軽
減に関するソフト対策の実施状

況 ○ ○
H25実施
H26実施

4.1.1
河道整
備に関
する事
項

4.1.3
地震対
策に関
する事
項

　河川管理施設については、現在から将来にわたって考えられる最大
級の強さを持つ地震動（レベル2）に対し「河川構造物の耐震性能指
針」に基づく照査を実施する。照査結果に応じて必要な対策を実施す
る。

4.1.4
高潮対
策に関
する事
項

　高潮による浸水被害の防止または軽減を図るための対策等を検討の
うえ実施する。
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治水-1

治水-2

■これまでの実施内容

H14～ 本町橋下部工着手

■近年の実施内容

新本町橋供用開始

d. 当該区間の河川整備計画の目標流量＝ 1,150m3/s

e．進捗率＝

A

　流下能力を向上させるため、

本町橋の改築を継続して実施する

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-1

1)興浜地区（-0.2k付近）

ページ

河川整備
の実施に
関する事項

4.1.1 河道整備に関する事項

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

観点 流下能力の向上に関する整備の状況

橋梁改築進捗率（％）　（本町橋）

  本町橋の改築の進捗により当該区間の河川整備計画の目標流量1150m3/sを
確保する事ができた。

95

H26　旧本町橋　撤去工事(上部工、下部工の一部)

(H19～21:中断・・・地元対応)

効果の表し方

進捗の表し方

P.71

(1)揖保川

とともに、河口付近の河道掘削を行う。

H22～　(再開)　下部工

H25～　上部工

H25　本町橋上部工　工事

％

指標

H25年度 ％ 90 ％ 90 %

H26年度 ％ 95 ％ 95 %

H27年度 ％ ％ %

H28年度 ％ ％ %

H29年度 ％ ％ %

H30年度 ％ ％ %

50

5

累加実施量実施量 進捗率

5



旧本町橋

新橋

進捗率（c.橋梁改築進捗率） 

・橋梁改築実施量は、当該年度までの改築段階に応じて、下記の様に進捗率を設定する。 

③工事（基礎工）終了 ： 35％ 

④工事（下部工）終了 ： 40％ 

⑤工事（上部工）終了 ： 90％ 

⑥旧橋撤去が終了   ：100％ 

工事 

H26年11月供用

6



治水-1

治水-2

進捗の表し方

■これまでの実施内容

H25～　河道堀削　着手

■近年の実施内容

a.河道掘削実施量（m ）／b.河道掘削目標量（m ）
＝c.河道掘削進捗率（％）

d. 当該区間の河川整備計画目標流量＝ 1,150m3/s

e．進捗率＝

H25　河道堀削　開始

H26　河道堀削　完了

A

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート

本町橋の改築を継続して実施する

ページ

河川整備
の実施に
関する事項

効果の表し方

1)揖保川

P.71

1)興浜地区（-0.2k付近）

　流下能力を向上させるため、

とともに、河口付近の河道掘削を行う。

指標

％

  興浜地区の河道掘削完了により、当該区間における河川整備計画の目標流
量1150m3/sを確保することが出来た。

100

河道掘削進捗率（％）

観点 流下能力の向上に関する整備の状況

4.1.1 河道整備に関する事項

揖治水-2

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

b.目標量 ｍ 

H25年度 ｍ 9,900 ｍ 60 %

H26年度 ｍ 16,600 ｍ 100 %

H27年度 ｍ ｍ %

H28年度 ｍ ｍ %

H29年度 ｍ ｍ %

H30年度 ｍ ｍ %

16,600

6,700

9,900

実施量 a.累加実施量 c.進捗率

7



H26年度掘削完了

8



治水-9

治水-10

■これまでの実施内容

H20年度から用地買収着手　　H29年度末完了予定

H23年度から水路付け替え工事に着手

■近年の実施内容

H25年度　築堤及び高水敷掘削（120m）

d. 当該区間の河川整備計画の目標流量＝ 1,600m
3
/s

e．進捗率＝

4.1.1 河道整備に関する事項

7)中広瀬・今宿地区（30.8k付近）

P.73

観点

指標

流下能力の向上に関する整備の状況(堤防整備）

a.堤防整備実施量（ｍ）／b.堤防整備目標量（ｍ）
＝c.堤防整備進捗率（％）

A

　堤防が整備されていない地区の堤防整備を、

宍粟市の「かわまちづくり」と連携して行う

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-9

河川整備
の実施に
関する事項

ページ

(1)揖保川

とともに、流下能力を向上させるために

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

効果の表し方

12 ％

今宿地区の築堤の事業の進捗率は12％となっており、引き続き進捗を図ってい
く。

進捗の表し方

堰の統合等について検討し改築を行う。

b.目標量 ｍ

H25年度 ｍ 120 ｍ 12 %

H26年度 ｍ 120 ｍ 12 %

H27年度 ｍ ｍ %

H28年度 ｍ ｍ %

H29年度 ｍ ｍ %

H30年度 ｍ ｍ %

実施量 c..進捗率a.累加実施量

120

0

985

9



H25年度実施状況

10
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治水-17 治水-18

■これまでの実施内容

■近年の実施内容

当該区間の河川整備計画の目標流量＝　560m
3
/s

進捗率＝

H24　曲里大井井堰　改築工事　着手

H24～26　堰改築(3年債)

H26　機械設備、旧堰撤去

指標 堰改築進捗率（％）　（曲里大井井堰）

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-17

A

　堰の改築及び河道掘削を継続的に実施。

(1)揖保川

4.1.1 河道整備に関する事項

河川整備
の実施に
関する事項

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要ページ

P.75

効果の表し方

100 ％

  曲里大井井堰の改築の完了により、当該区間における河川整備計画の目標流

量560m
3
/sに対して寄与できた。

12)曲里地区（44.8k付近）

観点 流下能力の向上に関する整備の状況

進捗の表し方

H25年度 ％ 10 ％ 10 %

H26年度 ％ 100 ％ 100 %

H27年度 ％ ％ %

H28年度 ％ ％ %

H29年度 ％ ％ %

H30年度 ％ ％ %

90

累加実施量実施量 進捗率

10
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H26年度実施状況

進捗率（c.堰改築進捗率）
・曲里大井井堰の堰改築実施量は、当該年度までの改築段階に応じて、下記のように
進捗率を設定する。

工事（基礎工）終了： 15％
工事（本体工）終了： 40％
機械設備終了 ： 90％
旧堰撤去が完了 ：100％

工事

13



治水-17 治水-18

進捗の表し方

■これまでの実施内容

■近年の実施内容

a.河道掘削実施量（m ）／b.河道掘削目標量（m ）

＝c.河道掘削進捗率（％）

d. 当該区間の河川整備計画目標流量＝　560m3/s

e．進捗率＝

H25　河道堀削　着手

H25　河道堀削

H26　河道堀削

効果の表し方

河道掘削進捗率（％）

19 ％

  曲里工区の河道堀削の進捗は１９％となっており、引き続き進捗を図って
いく。

指標

流下能力の向上に関する整備の状況

河川整備
の実施に
関する事項

ページ 4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

観点

12)曲里地区（44.8k付近）

　堰の改築及び河道掘削を継続的に実施。

A

4.1.1 河道整備に関する事項

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-18

P.75

(1)揖保川

目標量 ｍ 

H25年度 ｍ 12,800 ｍ 11 %

H26年度 ｍ 20,900 ｍ 19 %

H27年度 ｍ ｍ %

H28年度 ｍ ｍ %

H29年度 ｍ ｍ %

H30年度 ｍ ｍ %

112,100

12,800

実施量

8,100

a.累加実施量 c.進捗率

14
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治水-25 治水-26 治水-27

■これまでの実施内容

平成22年度から着手した栗栖川統合井堰が平成25年に完成

■近年の実施内容

平成25年度は旧堰撤去

平成26年度は引渡関係の協定締結

d. 当該区間の河川整備計画の目標流量＝ 290m
3
/s

e．進捗率＝

A

　流下能力を向上させるため

堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。

(4)栗栖川

4.1.1 河道整備に関する事項

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-25

P.78

河川整備
の実施に
関する事項

効果の表し方

1)段之上地区（4.2k付近）

90 ％

栗栖川統合井堰が完成、旧堰撤去の実施により、当該区間の整備計画目標量
290ｍ3/sの確保に努めることができた。
今後は、樋門撤去を実施することで堰改築の整備を完了させる。

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

観点 流下能力の向上に関する整備の状況（堰改築）

指標
堰改築進捗率（％）　（清水井堰、鍵田頭首工、内田井堰、当元井
堰の統合井堰）

ページ

進捗の表し方

H25年度 ％ 90 ％ 90 %

H26年度 ％ 90 ％ 90 %

H27年度 ％ ％ %

H28年度 ％ ％ %

H29年度 ％ ％ %

H30年度 ％ ％ %

0

累加実施量実施量 進捗率

90

16
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治水-25 治水-26 治水-27

■これまでの実施内容

H22年度から栗栖川統合井堰と共に築堤事業に着手

■近年の実施内容

H25年度は築堤工事を実施

d. 当該区間の河川整備計画の目標流量＝ 290m
3
/s

e．進捗率＝

ページ 4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

4.1.1 河道整備に関する事項

観点

a.堤防整備実施量（ｍ）／b.堤防整備目標量（ｍ）
＝c.堤防整備進捗率（％）

A

　流下能力を向上させるため

堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖治水-26

河川整備
の実施に
関する事項

(4)栗栖川

1)段之上地区（4.2k付近）

流下能力の向上に関する整備の状況(堤防整備）

効果の表し方

13 ％

　段之上地区の築堤の進捗は１３％であり、引き続き進捗を図っていく。

進捗の表し方

P.78

指標

b.目標量 ｍ

H25年度 ｍ 170 ｍ 13 %

H26年度 ｍ 170 ｍ 13 %

H27年度 ｍ ｍ %

H28年度 ｍ ｍ %

H29年度 ｍ ｍ %

H30年度 ｍ ｍ %

1,300

170

0

実施量 c.進捗率a.累加実施量

18
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治水-25 治水-26 治水-27

■これまでの実施内容

■近年の実施内容

d. 当該区間の河川整備計画目標流量＝ 290m
3
/s

e．進捗率＝

P.78

揖治水-27

4.1　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

河川整備
の実施に
関する事項

4.1.1 河道整備に関する事項

 段之上地区の河道堀削の進捗は６３％であり、引き続き進捗を図っていく。

指標
a.河道掘削実施量（m ）／b.河道掘削目標量（m ）
＝c.河道掘削進捗率（％）

流下能力の向上に関する整備の状況(河道掘削）

A

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート

堰の統合改築、引堤、河道掘削を行う。

ページ

進捗の表し方

効果の表し方

(4)栗栖川

観点

H25　河道堀削　着手

H25　河道堀削を実施

1)段之上地区（4.2k付近）

　流下能力を向上させるため

63 ％

b.目標量 ｍ 

H25年度 ｍ 16,000 ｍ 63 %

H26年度 ｍ 16,000 ｍ 63 %

H27年度 ｍ ｍ %

H28年度 ｍ ｍ %

H29年度 ｍ ｍ %

H30年度 ｍ ｍ %

25,400

16,000

実施量

0

a.累加実施量 c.進捗率

20
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計
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進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

　社会情勢に応じて変化する水需要について、水利権の更新や変更に
際しては、従前と同様に利水者の水利用の実態及び水需要を踏まえ適
正な水利権許可を行う。今後新たに生じる水利用については、流水の
正常な機能を維持するために必要な流量の確保に努めながら対応す
る。

利水-1 B 水利権の許可状況 水利権の新規および更新・変更に
関する許可実施量（件）

○ ○ 5件

　さらに、慣行水利については、利水者と調整し水利用実態把握に努
めるとともに、許可水利権化を利水者の理解と協力を得ながら指導す
る。

利水-2 C 許可水利権化の指導状況 慣行水利の許可水利権化指導の実
施状況 実施なし

4.2.2 流
水の正常
な機能の
維持に関
する事項

　流水の正常な機能を維持するため、関係者との調整により広域的か
つ合理的な水利用の促進を図り、正常流量の確保に努める。

利水-3 B 正常流量の確保状況 正常流量の確保実施量(日)

○ ○ 711日

　河川巡視による河川情報を基本に、光ファイバーを活用した日常的
な河川情報を収集するとともに、インターネット等により、日常的に
河川・ダム水位等のリアルタイム情報を提供することで利用者の注意
を促し、節水等、渇水時の早期対応を促進する。

利水-4 C 河川情報の提供状況 24時間情報提供の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　渇水時には、関係者から最新情報を収集し、予定取水量や降雨情報
から今後の流況、ダム貯水率等の見込みを検討し、渇水調整会議にお
いて共有することで円滑な調整を図る。

利水-5 C 渇水時の関係機関との調整施状況 渇水時の関係機関との渇水調整の
実施状況 実施なし

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

4.2.1
河川水
の利用
に関す
る事項

4.2.3
渇水時
の対応
に関す
る事項
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■これまでの実施内容

■近年の実施内容

観点

　際しては、従前と同様に利水者の水利用の実態及び水需要を踏まえ

　適正な水利権許可を行う。今後新たに生じる水利用については、流水の

　正常な機能を維持するために必要な流量の確保に努めながら対応する。

H26に4件（農水）について更新許可

H25に1件（農水）について更新許可

H25まで適宣、各水利案件のかんがい面積等の現状に基づき適正な水利権の
更新を行った。

進捗の表し方

効果の表し方

　水利権の新規および更新・変更に関する累計実施量（件）

5 件水利権許可の累計実施量＝

水利権の許可状況

水利権の更新許可において、累計で5件について水利用の適正化を図るため、必要量
を審査し更新許可を行った。

指標 水利権の新規および更新・変更に関する許可実施量（件）

B

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖利水-1

河川整備
の実施に

関する事項

ページ 4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の実施に関する事項

P.81

4.2.1 河川水の利用に関する事項

　社会情勢に応じて変化する水需要について、水利権の更新や変更に

H25年度 件 1 件 %

H26年度 件 5 件 %

H27年度 件 件 %

H28年度 件 件 %

H29年度 件 件 %

H30年度 件 件 %

実施量 進捗率累加実施量

1

4
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正常流量確保の日数＝ （H25-26)

正常流量が確保出来た日数はH25年度は350日、H26年度は361日であった。

引き続き正常流量の確保に努める。

正常流量の確保実施量(日)

P.81

4.2.2 流水の正常な機能の維持に関する事項

揖利水-3

ページ

　合理的な水利用の促進を図り、正常流量の確保に努める。

観点

B

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート

正常流量の確保状況

日711

効果の表し方

河川整備
の実施に

関する事項

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の実施に関する事項

　流水の正常な機能を維持するため、関係者との調整により広域的かつ

進捗の表し方

　正常流量確保の日数（日）

揖保川の上川原地点おいて、正常流量の確保に努めるとともに、
流況の変化を適切に把握するためのモニタリングを実施した。

指標

H25年度 日 350 日 %

H26年度 日 711 日 %

H27年度 日 日 %

H28年度 日 日 %

H29年度 日 日 %

H30年度 日 日 %

累加実施量

350

361

実施量 進捗率
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効果の表し方

共有することで円滑な調整を図る。

進捗の表し方

　渇水時の関係機関との渇水調整の効果状況

P.82

(2)渇水調整の円滑化

観点

指標 渇水時の関係機関との渇水調整の実施状況

渇水時の関係機関との調整施状況

　H25年度H26年度は揖保川水系において渇水が発生しなかったため渇水調整会議を
開催しなかった。

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖利水-5

ページ

河川整備
の実施に
関する事項

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の実施に関する事項

4.2.3 渇水時の対応に関する事項

今後の流況、ダム貯水率等の見込みを検討し、渇水調整会議において

　渇水時には、関係者から最新情報を収集し、予定取水量や降雨情報から

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
実施なし

実施なし
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揖
保

川
流

域
懇

談
会

用
説

明
資

料
 （

環
境

①
：生

物
の

多
様

な
生

息
・生

育
・繁

殖
の

場
） 

■
 河

川
整
備
計
画
に
お
け
る
「
課
題
」
、
「
目
標
」
、
「
実
施
」
に
つ
い
て
 

（
1）

河
川
整
備
の
現
状
と
課
題
（
P3
3）

 

高
水
敷
造
成
や
樹
林
化
の
進
行
な
ど
に
よ
り
、
丸
石
河
原
は
過
去
に
比
べ
箇
所
数
や
面
積
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
 

 

（
2）

河
川
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
（
P6
3）

 

本
計
画
で
は
、
昭
和

30
年
代
に
は
丸
石
河
原
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
樹
林
化
等
が
進
ん
だ
区
間
に
お
い
て
河
原
環
境
の

再
生
を
目
指
す
。
 

ま
た
、
丸
石
河
原
と
と
も
に
揖
保
川
を
特
徴
づ
け
る
環
境
で
あ
り
、
多
様
な
生
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
の
場
と
な
っ

て
い
る
河
口
干
潟
、
ワ
ン
ド
・
た
ま
り
、
瀬
・
淵
、
水
際
植
生
及
び
中
川
分
派
点
の
中
州
に
残
さ
れ
た
エ
ノ
キ
・
ム
ク
ノ

キ
群
集
か
ら
な
る
河
畔
林
に
つ
い
て
保
全
に
努
め
る
。
 

 

（
3）

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
P8
3,
84
）
 

昭
和

30
年
代
と
比
較
し
て
、
現
在
樹
林
化
等
が
進
行
し
て
い
る
丸
石
河
原
に
つ
い
て
、
出
水
に
よ
る
撹
乱
な
ど
自
然
の

営
力
を
活
し
た
再
生
を
図
る
。
 

揖
保
川
を
特
徴
づ
け
る
環
境
で
あ
り
、
生
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
の
場
と
な
っ
て
い
る
河
口
干
潟
、
ワ
ン
ド
・
た
ま

り
、
瀬
・
淵
、
水
際
植
生
及
び
中
川
分
派
点
の
河
畔
林
に
つ
い
て
は
保
全
に
努
め
る
。
 

■
「
課
題
」
、
「
目
標
」
の
達
成
状
況
 

 

 

 
 
  

    

 

  

      

■
 
進
捗
状
況
 

                  
 

* 
揖
保
川
自
然
再
生
計
画
書
(H
25
.1
0)
か
ら
作
成
 

■
 
ま
と
め
 

①
 
進
捗
状
況
に
つ
い
て
 

・
整
備
計
画
策
定
以
降
、
平
成

26
年
度
に
丸
石
河
原
 
1
箇
所
（
20
.2
k
右
岸
）
の
再
生
に
着
手
し
た
（
平
成

27
年
度
も
引
き
続
き
実
施
す
る
）。

 

 
 
揖
環
境
-4
,1
3 

 ②
 
「
課
題
」
、
「
目
標
」
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
 

・
平
成

26
年
度
に
丸
石
河
原
の
再
生
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
「
課
題
」
、
「
目
標
」
に
対
す
る
達
成
状
況
は
評
価
し
難

い
。
 

 ③
 
考
察
 

・
丸
石
河
原
の
再
生
に
つ
い
て
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
、
今
後
の
再
生
計
画
に
反
映
し
て
い
く
。
 

・
今
後
の
河
川
事
業
に
お
い
て
は
、
学
識
者
の
意
見
を
聞
き
、
干
潟
、
ワ
ン
ド
・
た
ま
り
、
丸
石
河
原
や
水
際
植
生
、
河
畔
林
の
保
全
に
努
め

る
。

 

・
引
き
続
き
生
物
調
査
な
ど
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
し
、
生
息
（
生
育
）
状
況
を
把
握
し
て
い
く
。
 

  

整
備
計
画
策
定
以
降
、
生
物
の
多
様
性
、
生
息
・
生
育
・
繁
殖
の
場
の
拡
大
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
揖
保
川
を
特
徴
づ
け
る
 

環
境
で
あ
る
丸
石
河
原
の
再
生
、
創
出
に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 
 

 丸
石
河
原
 
再
生
、
創
出
候
補
箇
所
お
よ
び
実
施
予
定
箇
所
 

H
26

年
度

実
施

 

（H
27

年
度

も
継

続
実

施
） 

凡
例

再
生

、
創

出
候

補
箇

所

H
2
5
,2

6年
度
実

施
箇
所

完
成

環
境
 ①

 

20
.2

k
右

岸
丸

石
河

原
工

事
写

真
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揖
保
川
流
域
懇
談
会
用
説
明
資
料
（
環
境
②
：
生
物
移
動
の
連
続
性
回
復
）
 

■
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る
「
課
題
」
、
「
目
標
」
、
「
実
施
」
に
つ
い
て
 

（
1）

河
川
整
備
の
現
状
と
課
題
（
P3
3）

 

揖
保
川
で
は
古
く
か
ら
農
業
を
中
心
と
し
て
水
利
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
国
管
理
区
間
内
で

42
基
の
河
川

横
断
構
造
物
（
横
堰
・
中
川
床
固
め
を
含
む
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
施
設
に
は
魚
道
が
未
整
備
の
も
の
、
設
置
さ

れ
て
い
て
も
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
魚
類
等
の
移
動
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
河
川
内
だ
け
で
な
く
流
域
の
水
田
や
た
め
池
及
び
用
水
路
を
生
息
域
や
産
卵
場
と
し
て
利
用
す
る
コ

イ
、
フ
ナ
な
ど
が
多
い
が
、
既
設
樋
門
等
に
は
平
常
時
に
河
川
と
の
水
位
差
が
大
き
い
箇
所
が
多
い
た
め
、
遊
泳
力

の
小
さ
い
魚
類
の
河
川
か
ら
背
後
地
の
水
田
な
ど
へ
の
横
断
方
向
の
移
動
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
。
 

（
2）

河
川
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
（
P6
3）

 

「
揖
保
川
水
系
魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り
計
画
」
を
踏
ま
え
、
魚
類
等
の
移
動
に
対
し
て
支
障
と
な
っ
て
い
る

河
川
横
断
施
設
や
樋
門
等
の
改
善
を
関
係
機
関
や
地
域
と
連
携
し
て
取
組
み
、
縦
横
断
的
移
動
の
連
続
性
の
確
保
に

努
め
る
。
 

（
3）

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
P8
3）

 

縦
断
的
移
動
に
関
し
て
は
、
許
可
工
作
物
が
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
魚
道
等
の
改
築
修
繕
に
つ
い
て
施
設
管
理

者
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
連
携
し
て
移
動
の
再
生
を
図
る
。
 

横
断
方
向
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
本
川
と
支
川
・
水
路
と
の
落
差
に
よ
り
流
域
と
の
連
続
性
に
問
題
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
、
背
後
地
の
水
路
や
土
地
利
用
の
状
況
な
ど
か
ら
、
魚
類
等
の
生
息
環
境
の
拡
大
が
期
待
で
き
る
樋
門
等

を
選
定
し
対
策
を
図
る
。
河
川
管
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
簡
易
な
方
法
で
対
応
を
図
る
。
許
可
工
作
物

等
に
つ
い
て
は
施
設
管
理
者
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、
連
携
し
て
移
動
の
再
生
を
図
る
。
 

■
「
課
題
」
「
目
標
」
の
達
成
状
況
 

          

■
進
捗
状
況
（
魚
道
改
良
箇
所
）
 

       

■
ま
と
め
 

①
進

捗
状

況
に

つ
い

て
 

・
平
成

25
年
度
ま
で
に
「
揖
保
川
水
系
魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り
 計

画
書
(案

)」
（
平
成

21
年

2
月
）
で
阻
害
ラ
ン
ク

Ａ
で
あ
っ
た
岩
浦
井
堰
、
戸
原
頭
首
工
で
魚
道
の
構
造
を
見
直
し
、
魚
の
遡
上
が
可
能
と
な
る
改
良
を
実
施
し
た
。
 

揖
環
境
-1
 

・
平
成

25
年
度
に
与
位
井
堰
の
魚
道
設
置
、
平
成

26
年
度
に
横
堰
の
魚
道
修
繕
、
曲
里
大
井
井
堰
の
改
築
に
伴
う
魚
道
の
新

設
を
行
っ
た
。
揖
環
境
-1
 

・
栗
栖
川
の
４
つ
の
魚
道
の
な
い
固
定
堰
を
統
合
し
、
魚
道
を
併
設
し
た
栗
栖
川
統
合
堰
を
新
設
し
た
。
 

 ②
 

「課
題

」、
「目

標
」の

達
成

状
況

に
つ

い
て

 

・
横
堰
で
は
、
上
流
側
魚
道
及
び
下
流
側
魚
道
を
あ
わ
せ
て

4
目

6
科

19
種
の
魚
類
と

1
目

3
科

5
種
の
底
生
動
物
が
遡
上
し
 

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
特
に
多
か
っ
た
種
は
淡
水
性
遊
泳
魚
の
オ
イ
カ
ワ
や
回
遊
性
底
生
魚
の
ゴ
ク
ラ
ク
ハ
ゼ
や
シ
マ

ヨ
シ
ノ
ボ
リ
で
あ
っ
た
。
 

・
与
位
井
堰
で
は
、
4
目

6
科

15
種
の
魚
類
と

1
目

2
科

3
種
の
底
生
動
物
を
確
認
し
た
。
特
に
多
か
っ
た
の
は
淡
水
性
遊
泳

魚
の
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
と
淡
水
性
底
生
魚
の
カ
ワ
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
で
あ
っ
た
。
 

 ③
 
考
察
 

・
整
備
計
画
策
定
前
と
比
べ
て
、
整
備
計
画
目
標
で
あ
る
魚
道
等
の
縦
横
断
的
な
移
動
の
連
続
性
の
改
善
効
果
が
得
ら
れ
て
お
 

り
、
引
き
続
き
井
堰
管
理
者
等
と
連
携
し
な
が
ら
改
善
を
図
る
生
物
(遡

上
)調

査
な
ど
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
移
動
の
連
続
性

回
復
状
況
を
確
認
し
て
い
く
。
 

改
良
前
の

与
位
井
堰

・
平
成

26
年
度
に
横
堰
、
与
位
井
堰
に
お

い
て
遡
上
調
査
を
実
施
。
 

 [ 
横
堰
 ]
 

・
上
流
側
魚
道
及
び
下
流
側
魚
道
を
あ
わ

せ
て

4
目

6
科

19
種
の
魚
類
と

1
目

3
科

5
種
の
底
生
動
物
が
遡
上
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

 ・
特
に
多
か
っ
た
種
は
淡
水
性
遊
泳
魚
の

オ
イ
カ
ワ
や
回
遊
性
底
生
魚
の
ゴ
ク
ラ

ク
ハ
ゼ
や
シ
マ
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
で
あ
っ

た
。
 

 [ 
与
位
井
堰
 ]
 

・
4
目

6
科

15
種
の
魚
類
と

1
目

2
科

3
種
の
底
生
動
物
を
確
認
し
た
。
 

 ・
特
に
多
か
っ
た
の
は
淡
水
性
遊
泳
魚
の

ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
と
淡
水
性
底
生
魚
の
カ
ワ

ヨ
シ
ノ
ボ
リ
で
あ
っ
た
。
 

改
善
が
必
要
な
横
断
工
作
物
 

○
堰
の
魚
道
改
良
の
実
施
 

・
平
成

25
年
度
ま
で
に
「
揖
保
川
水
系
魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り
 計

画
書
(案

)」
（
平
成

21
年

2
月
）
で
阻
害
ラ
ン
ク
Ａ
で
あ
っ
た
岩
浦
井

堰
、
戸
原
頭
首
工
、
横
堰
は
魚
道
の
構
造
を
見
直
し
、
回
遊
魚
の
遡
上

が
可
能
と
な
る
改
良
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
栗
栖
川
に
、
４
つ
の
魚
道

の
な
い
固
定
堰
を
統
合
し
、
魚
道
を
併
設
し
た
栗
栖
川
統
合
堰
を
新
設

し
た
。
 

・
甲
殻
類
も
遡
上
・
降
下
が
可
能
な
構
造
と
し
た
。
 

・
平
成

25
年
度
に
与
位
井
堰
の
魚
道
改
良
を
実
施
し
た
。
 

・
平
成

26
年
度
に
曲
里
大
井
井
堰
の
堰
改
築
を
実
施
し
、
新
設
の
魚
道
が

設
置
さ
れ
た
。
 

横
堰

与
位

井
堰

上
流

側
魚

道
下

流
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魚
道
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進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

　縦断的移動に関しては、許可工作物が対象となることから、魚道等
の改築修繕について施設管理者に指導するとともに、連携して移動の
再生を図る。

環境-1 A 縦断的連続性の確保に関する施設
の指導および改修状況（許可工作

物）

縦断的移動を阻害する施設の改修
進捗率（％） ○ ○ 13%

環境-2 A 横断的連続性の確保に関する樋門
等の改良状況

横断方向の連続性を阻害する樋門
等の改良進捗率（％） 0%

環境-3 A 横断的連続性の確保に関する施設
の指導および改修状況（許可工作

物）

横断方向の連続性を阻害する施設
の施設管理者への改善指導及び改

修進捗率（％）
0%

　昭和30年代と比較して、現在樹林化等が進行している丸石河原につ
いて、出水による撹乱など自然の営力を活した再生を図る。

環境-4 A 丸石河原の再生状況 丸石河原の再生の実施進捗率(％)
○ 4%

　揖保川を特徴づける環境であり、生物の生息・生育・繁殖の場と
なっている河口干潟、ワンド・たまり、瀬・淵、水際植生及び中川分
派点の河岬林については保全に努める。

環境-5 Ｃ 生物の生息・生育・繁殖の場の保
全の実施状況

生物の生息・生育・繁殖の場の保
全の実施状況 ○

H25実施なし
H26実施

　「河川水辺の国勢調査」等の各種調査結果の活用による外来種の侵
入・分布実態を把握する。

環境-6 Ｂ 外来種分布調査の実施状況 特定外来種の分布状況調査の実施
量（年） ○ ○ 24年

環境-7 Ｃ 外来種の持込み拡散防止の啓発活
動の実施状況

外来種の持込み拡散防止に向けた
住民、関係機関と連携した啓発活

動の実施状況
実施なし

環境-8 Ｃ 外来種駆除の実施状況 外来種駆除の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

環境-9 C 定期水質調査の実施状況 定期水質調査の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

環境-10 Ｃ 水質維持の実施状況 住民、関係機関と連携した水質維
持の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　機器の適切な維持管理により、正確な観測及び利用者への情報提供
を行う。

環境-11 C 河川情報提供の実施状況 24時間情報提供の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　「揖保川水質汚濁防止協議会」を通じて、水質事故に対する迅速な
対応、関係機関との連携強化、被害の拡大防止、水質事故防止に向け
た啓発活動を実施する。

環境-12 Ｃ 水質事故対応の実施状況 「揖保川水質汚濁防止協議会」に
よる水質事故対応の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　揖保川の景観の重要な要素であり、原風景ともなっている丸石河原
については、生物の生息・生育・繁殖の場と合わせて保全再生を図
る。

環境-13 A 丸石河原の再生状況 丸石河原の再生の実施進捗率(％)
○ 4%

　河川内にある景勝地である「十ニン波」については、保全を図る。 環境-14 Ｃ 十ニン波の保全の実施状況 十ニン波の保全の実施状況
実施なし

　揖保川に近接する景勝地についても、河川整備が景観阻害の原因と
ならないよう関係機関と連携し、保全を図る。

環境-15 Ｃ 関係機関と連携した河川景観の保
全の実施状況

関係機関と連携した河川景観の保
全の実施状況 実施なし

環境-16 Ｃ 水辺景観の保全の実施状況 水辺景観（町並みなど）の保全の
実施状況 実施なし

環境-17 Ｃ 水辺空間の整備・利活用の実施状
況

「かわまちづくり」支援制度を活
用した水辺空間の整備・利活用の

実施状況
○

H25実施
H26実施なし

　宍粟市山崎町今宿地区の整備において、船着き場跡等など歴史的経
緯を考慮した整備を図る。
　その他の地区についても、古くから残る船着き場跡等について、背
後地と一体的な整備を図る。

環境-18 B 背後地との一体的となった河川整
備の状況

歴史的経緯のある史跡等、背後地
と一体的な整備の実施量（箇所）

0箇所

4.3.4 河
川に関す
る学習等
に関する
事項

　揖保川の歴史、文化、自然環境などについて、水辺を利用して、子
供たちや住民とともに学べる場づくり等を、協働で実施していく。

環境-19 Ｃ 地域と協働した水辺を利用した学
びの場づくりの実施状況

地域と協働した水辺を利用した学
びの場づくりの実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

4.3.3
河川景
観に関
する事
項

　たつの市街地の町並みなど、揖保川とともに歴史を刻んだ水辺景観
については、地域・関係機関と協力しながら保全を図る。
地域のまちづくりと連携し、「かわまちづくり」支援制度などを活用
しながら、一体的に良好な水辺空間の整備・利活用を図る。

4.3.1
生物の
生息・
生育・
繁殖の
実施に
関する
事項

　横断方向の連続性については、本川と支川・水路との落差により流
域との連続性に問題があると判断され、背後地の水路や土地利用の状
況などから、魚類等の生息環境の拡大が期待できる樋門等を選定し対
策を図る。.河川管理施設については、可能な限り簡易な方法で対応を
図る。許可工作物等については施設管理者に指導するとともに、連携
して移動の再生を図る。

　外来種の持込み、拡散を防ぐため住民、関係機関と連携し啓発を行
うとともに、必要に応じて駆除する。工事等にあたっては、できる限
り在来植生の保全、復元を図る。

4.3.2
水環境
（水
質）に
関する
事項

　動植物の生息・生育・繁殖環境の保全及び人々が安心して利用でき
るよう定期的な水質調査により状況を把握するとともに、住民や関係
機関と連携しながら良好な水質を維持する。
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■これまでの実施内容

■近年の実施内容

改築修繕について施設管理者に指導するとともに、連携して移動の

効果の表し方

5

H25　与位井堰(国)の改良を実施

H26　曲里大井井堰(国)の改築を実施

H25年度までに横堰（国）、岩浦井堰(県)、戸原頭首工(県)の改良を実
施

A

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖環境－１

ページ

観点 縦断的連続性の確保に関する施設の指導および改修状況

進捗の表し方

再生を図る。

4.3.1 生物の生息・生育・繁殖に関する事項

縦断的移動を阻害する施設の改修進捗率（％）

4.3 河川環境の整備と保全に関する事項

河川整備
の実施に
関する事項

P.83

％縦断的移動を阻害する施設の改修進捗率＝

H26年度までに揖保川水系魚がのぼりやすい川づくり計画における優先順位の
高い５箇所の堰の改良が終了し、移動の連続性が向上した。

指標

a.移動阻害施設等整備実施量（箇所）／　b.移動阻害施設等整備目標量（箇所）＝c.縦
断的移動を阻害する施設の施設管理者への指導及び改修進捗率（％）

(1)生物移動の連続性の回復

　縦断的移動に関しては、許可工作物が対象となることから、魚道等の

b.目標量 箇所

H25年度 箇所 1 箇所 3 %

H26年度 箇所 2 箇所 5 %

H27年度 箇所 箇所 %

H28年度 箇所 箇所 %

H29年度 箇所 箇所 %

H30年度 箇所 箇所 %

1

1

実施量 c.進捗率a.累加実施量

39

30



 

揖保川水系河川整備計画 進捗点検ルール 揖環境-1 
 

河川整備の実施に関する事項について 

・人間を含むすべての生命の生存基盤である環境は、生物の多様性が健全に維持されることに
より成り立っている。しかしながら、いのちと暮らしを支える生物多様性が、人間活動や開
発、生活様式や産業構造の変化等により、危機に直面していることから、将来にわたって維
持されるように、生物の多様性を維持、回復する必要がある。 

・揖保川では古くから農業を中心として水利用されており、現在では下図のように国管理区間
内で42基の河川横断構造物（横堰・中川床固めを含む）が設けられている。これらは、揖保
川の水と土砂の流れを縦断的に分断している。 

・施設の整備にあたっては、生物の生活史再生などの効果や阻害の程度を念願に、優先順位を
決めるとともに施設管理者と十分連携して調整・支援を行う。 

・魚類の遡上降下環境の改善を目的に、堰等の河川横断施設について、施設とその周辺の改
良、魚道の新設・改善、魚道流量の確保等を計画的に実施すべく、平成20年3月に設置した
「揖保川水系魚がのぼりやすい川づくり委員会」の提言を基本とした、魚類が生活を営むた
めの河川の連続性の確保や、本川と支川や水田等との間を行き来することが出来る連続性の
確保も含めた計画づくりを行う。 

・このため、整備計画では、魚道の改築修繕など、積極的な対応を図ることとしており、その
進捗状況を把握する方法として、連続性を阻害する堰等の河川横断施設の指導及び改修実施
を実施量で表す。 

 
■【揖保川水系河川整備計画 (国管理区間) 平成25年 7月 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            図 改善が必要な横断工作物 
 

 

改善が必要な横断工作物

改良前の与位井堰の魚道設置

河原井堰

浅渕井堰

曲里大井井堰

神戸大井井堰

神野頭首工

杉ヶ瀬木の谷井堰

与位井堰

千条井堰

河東統合頭首工

三津井堰

柳森井堰 荒井頭首工

平野下井堰 野井堰

芝田井堰 戸原頭首工

当元井堰 香山上井堰

栗栖川統合井堰 香山下井堰

内田井堰 笹野統合頭首工

鍵田井堰 吉島統合頭首工

清水井堰 北村井堰

馬立井堰 東觜崎井堰

半田井堰 小宅統合頭首工

岩浦井堰 赤井頭首工

片島井堰 荒河井堰

揖保上頭首工 阿曽井堰

宝記井堰 片吹頭首工

上川原取水堰

横堰

庄内井堰 浜田井堰

中川床固

林田川

栗栖川

（←H26年度【改築済み】）

（←H26年度【改築済み】）

（←H24年度以前【改築済み】）

（H24年度以前【改築済み】）

揖保川

（H25年度【撤去済み】→）

（H24度以前【統合新設】→）

（H25年度【撤去済み】→）

（H25年度【撤去済み】→）

（H25年度【撤去済み】→）

（H24年度以前【改良済み】→）

中川

凡　例

問題ない施設

阻害ランク　Ａ

阻害ランク　Ｃ

阻害ランク　Ｂ

新設の施設

※阻害ランクはA,B,Cの順に

阻害程度が大きい。
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■これまでの実施内容

■近年の実施内容

効果の表し方

4 ％丸石河原の再生の実施進捗率＝

たつの市新宮地区において堆積した土砂および樹木を撤去し、丸石河原の再生
に着手した。完了後は効果モニタリングを実施し、今後の計画に反映させる。

a.丸石河原の再生整備実施量（箇所）／　b.丸石河原の再生整備目標量（箇
所）＝c.丸石河原の再生の実施進捗率(％)

出水による撹乱など自然の営力を活した再生を図る。

指標

観点

丸石河原の再生の実施進捗率（％）

丸石河原の再生状況

進捗の表し方

H26にたつの市新宮地区で１ヵ所着手

A

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖環境-4

河川整備
の実施に
関する事項

ページ

P.83

4.3 河川環境の整備と保全に関する事項

4.3.1 生物の生息・生育・繁殖に関する事項

1)丸石河原について

　昭和30年代と比較して、現在樹林化等が進行している丸石河原について、

b.目標量 箇所

H25年度 箇所 0 箇所 0 %

H26年度 箇所 1 箇所 4 %

H27年度 箇所 箇所 %

H28年度 箇所 箇所 %

H29年度 箇所 箇所 %

H30年度 箇所 箇所 %

0

1

実施量 c.進捗率a.累加実施量

24
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揖保川水系河川整備計画 進捗点検ルール 揖環境-4 
 

河川整備の実施に関する事項について 

 

■【 揖保川水系河川整備計画（国管理区間）平成25年 7月 】 
 
・高水敷造成や森林化の進行などにより、丸石河原は過去に比べ箇所数や面積が大きく減少し
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            図  丸石河原面積（河口～30㎞区間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図   丸石河原（13ｋ～17ｋ地点）の経年変化 
 

 
Ａ・Ｂ・Ｃ区分の選択理由について 

・目標量は、丸石河原の再生をする箇所が明確であるため、A区分とする。 
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■これまでの実施内容

■近年の実施内容

効果の表し方

丸石河原の再生状況

進捗の表し方

指標 丸石河原の再生の実施進捗率（％）

P.84

4.3.3 河川景観に関する事項

(1)丸石河原

　揖保川の景観の重要な要素であり、原風景ともなっている丸石河原に

(実施中)

％丸石河原の再生の実施進捗率＝

a.丸石河原の再生整備実施量（箇所）／　b.丸石河原の再生整備目標量（箇
所）＝c.丸石河原の再生の実施進捗率(％)

ついては、生物の生息・生育・繁殖の場と合わせて保全再生を図る。

観点

たつの市新宮地区において堆積した土砂および樹木を撤去し、丸石河原の再生
に着手した。完了後は効果モニタリングを実施し、今後の計画に反映させる。

4

A

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖環境-13

河川整備
の実施に
関する事項

ページ

H26にたつの市新宮地区で１ヵ所着手

4.3 河川環境の整備と保全に関する事項

b.目標量 箇所

H25年度 箇所 0 箇所 0 %

H26年度 箇所 1 箇所 4 %

H27年度 箇所 箇所 %

H28年度 箇所 箇所 %

H29年度 箇所 箇所 %

H30年度 箇所 箇所 %

0

1

24

実施量 c.進捗率a.累加実施量
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揖保川水系河川整備計画 進捗点検ルール 揖環境-13 
 

河川整備の実施に関する事項について 

 

■【 揖保川水系河川整備計画（国管理区間）平成25年 7月 】 
 
・高水敷造成や森林化の進行などにより、丸石河原は過去に比べ箇所数や面積が大きく減少し
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            図  丸石河原面積（河口～30㎞区間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図   丸石河原（13ｋ～17ｋ地点）の経年変化 
 

  

Ａ・Ｂ・Ｃ区分の選択理由について 

・目標量は、丸石河原の再生をする箇所が明確であるため、A区分とする。 
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揖
保
川
流
域
懇
談
会
用
説
明
資
料
（
管
理
：
堤
防
・
そ
の
他
河
川
管
理
施
設
の
維
持
管
理
）
 

■
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る
「
課
題
」
、
「
目
標
」
、
「
実
施
」
に
つ
い
て
 

○
堤
防
・
護
岸
の
管
理
 

（
1）

河
川
整
備
の
現
状
と
課
題
（
P4
5）

 

こ
の
よ
う
な
変
状
が
発
生
す
る
と
機
能
が
低
下
し
、
洪
水
時
に
は
護
岸
の
崩
壊
、
堤
防
の
決
壊
等
の
災
害
に
つ
な
が
る
為
、
定
期
的
な
点
検
を
実
施
し
、
施

設
の
状
態
を
把
握
し
必
要
に
応
じ
て
補
修
等
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
併
せ
て
、
日
々
の
巡
視
を
行
い
施
設
機
能
の
維
持
な
ら
び
に
適
正
な
管
理
に
努
め
て
い

る
。
 

堤
防
の
除
草
は
堤
防
法
面
の
法
崩
れ
等
の
変
状
を
確
認
す
る
た
め
に
実
施
し
て
お
り
、
ま
た
、
堤
脚
、
護
岸
や
河
川
管
理
施
設
の
点
検
・
管
理
の
た
め
に
必

要
な
場
合
に
お
い
て
は
、
高
水
敷
の
除
草
も
行
っ
て
い
る
。
 

（
2）

河
川
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
（
P6
5）

 

堤
防
は
、
河
川
管
理
の
基
本
的
な
施
設
で
あ
り
、
治
水
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
維
持
管
理
し
て
い
く
。
な
お
、
そ
の
際
に
堤
防
周
辺
の
河
川
環
境
の
保
全

に
も
配
慮
す
る
。
堤
防
の
異
常
、
変
状
等
を
把
握
す
る
た
め
の
点
検
、
あ
る
い
は
河
川
の
状
態
把
握
の
た
め
、
堤
防
の
除
草
を
実
施
す
る
。
 

（
3）

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
P8
6）

 

点
検
等
で
異
常
が
あ
れ
ば
補
修
を
行
う
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
堤
防
天
端
の
舗
装
を
行
う
。
護
岸
の
老
朽
化
に
伴
う
損
傷
や
河
岸
の
洗
掘
に
つ
い
て
は
、

状
態
を
評
価
す
る
と
と
も
に
堤
防
へ
の
影
響
等
を
考
慮
し
必
要
に
応
じ
て
護
岸
補
修
や
根
固
工
等
に
よ
る
洗
掘
対
策
な
ど
を
実
施
す
る
。
 

堤
防
除
草
に
つ
い
て
は
、
外
観
点
検
及
び
堤
防
の
強
度
維
持
の
た
め
に
出
水
期
前
と
台
風
期
（
出
水
期
後
）
の
点
検
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
実
施
す
る
。
 

除
草
実
施
に
あ
た
り
、
遠
隔
操
縦
式
除
草
機
等
の
導
入
に
よ
り
、
安
全
性
の
確
保
と
コ
ス
ト
縮
減
を
図
る
。
ま
た
、
刈
草
は
、
資
源
の
有
効
活
用
を
図
る
取

り
組
み
を
実
施
す
る
。
 

  

○
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
維
持
管
理
 

1）
河
川
整
備
の
現
状
と
課
題
（
P4
5）

 

揖
保
川
水
系
の
国
管
理
区
間
の
堤
防
を
除
く
主
な
河
川
管
理
施
設
は
、
水
門
3 
箇
所
、
樋
門
等
13
2箇

所
、
揚
排
水
機
場
7 
箇
所
、
堰
41
 箇

所
等
の
計
19
0 
箇

所
(H
24
.7
 月

時
点
)存

在
し
、
そ
の
多
く
が
設
置
か
ら
30
年
～
40
年
以
上
経
過
す
る
中
で
、
更
新
期
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
近
年
の
水
害

の
多
発
に
よ
り
確
実
な
安
全
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
河
川
構
造
物
に
つ
い
て
は
中
長
期
の
展
望
を
持
っ
て
今
後
の
維
持
管
理
に
当
た
る
と
と
も

に
、
長
寿
命
化
等
を
促
進
し
て
、
確
実
な
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
更
新
需
要
の
平
準
化
、
コ
ス
ト
の
抑
制
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

（
2）

河
川
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
（
P6
5）

 

平
常
時
よ
り
水
門
や
樋
門
・
樋
管
、
排
水
施
設
等
を
適
正
に
維
持
管
理
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
・
確
実
な
操
作
を
行
う
た
め
、
各
種
施
設

の
点
検
、
操
作
訓
練
お
よ
び
退
避
等
の
検
討
を
実
施
す
る
。
 

水
門
、
樋
門
・
樋
管
、
堰
、
排
水
機
場
等
の
河
川
構
造
物
に
つ
い
て
は
、
施
設
毎
に
長
寿
命
化
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
、
河
川
構
造
物
の
土
木
構
造

物
部
分
、
機
械
設
備
、
電
気
通
信
設
備
を
対
象
と
し
た
長
寿
命
化
及
び
更
新
（
延
命
に
加
え
、
点
検
・
整
備
・
更
新
の
効
率
化
、
高
度
化
、
コ
ス
ト
縮
減
施
策

等
を
含
む
）
に
関
し
て
取
り
組
む
べ
き
施
策
の
方
向
を
と
り
ま
と
め
る
。
 

（
3）

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
P8
7）

 

施
設
の
信
頼
性
の
確
保
と
機
能
保
持
が
図
れ
る
よ
う
に
樋
門
等
に
つ
い
て
塗
装
や
機
械
の
分
解
修
理
等
の
定
期
的
な
点
検
等
に
よ
り
状
態
を
評
価
し
、
適
切

な
維
持
修
繕
を
実
施
す
る
。
排
水
機
場
、
樋
門
等
主
要
な
河
川
管
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
部
分
、
機
械
設
備
及
び
電
気
・
制
御
設
備
の
老

朽
化
に
よ
る
機
能
低
下
の
有
無
、
損
傷
発
生
の
有
無
等
の
定
期
的
な
点
検
を
行
い
、
適
切
な
維
持
修
繕
等
を
実
施
す
る
。
 

な
お
そ
の
際
、
各
施
設
の
補
修
コ
ス
ト
を
勘
案
し
て
、
補
修
・
補
強
・
更
新
・
改
築
等
を
検
討
し
、
効
率
的
・
効
果
的
な
施
設
の
機
能
保
全
を
図
る
。
 

    

■
「
課
題
」
「
目
標
」
の
達
成
状
況
 

○
堤
防
・
護
岸
の
管
理
 

                ○
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
維
持
管
理
 

             

【
堤
防
の
機
能
維
持
】
 

○
実
施
の
と
り
き
め
内
容
 

・
日
常
的
な
点
検
（
週
２
回
）
 

・
詳
細
な
点
検
（
年
４
回
（
出
水
期
前
後
に
全
川
徒
歩
に
よ
る
）
）
 

・
除
草
（
年
２
回
）
 

○
実
施
状
況
 

【
樹
木
伐
採
】
 

○
実
施
の
と
り
き
め
内
容
 

・
洪
水
の
流
下
に
支
障
と
な
る
樹
木
の
伐
採
 

・
輪
伐
に
よ
る
計
画
的
伐
採
 

 ○
実
施
状
況
 

【
刈
草
・
伐
採
木
の
有
効
利
用
及
び
コ
ス
ト
縮
減
】
 

○
実
施
状
況
 

【
河
川
管
理
施
設
の
点
検
等
の
維
持
管
理
】
 

 
 

施
設

の
操

作
講

習
会

及
び
点
検
を

実
施
要
領

に
基
づ

き
、
毎
年
実
施
し
て
い
る
。
施
設
に
異
常
、
変
状
が
あ

れ
ば
、
速
や
か
に
修
繕
補
修
を
実
施
し
て
い
る
。
 

  ○
実
施
状
況
 

【
河
川
管
理
施
設
の
長
寿
命
化
計
画
】
 

 
 
河
川
管
理
施
設
の
長
寿
命
化
計
画
は
平
成

26
年
度
で
対
象
施
設
す
べ
て

の
計
画
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
施
設
毎
に
補
修

コ
ス
ト
を
勘
案
し
て
、
補
修
・
補
強
・
更
新
・
改
築
等
を
検
討
し
、
効

率
的
・
効
果
的
な
施
設
の
機
能
保
全
を
図
る
。
 

 

○
実
施
状
況
 

管
 
理
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■
進
捗
状
況
 

○
堤
防
・
護
岸
の
管
理
 

                  

○
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
維
持
管
理
 

               
 
 

    

■
ま
と
め
 

○
堤
防
・
護
岸
の
管
理
 

①
進
捗
状
況
に
つ
い
て
 

・
河
川
維
持
管
理
計
画
（
揖
保
川
）
に
則
り
、
堤
防
巡
視
・
点
検
及
び
除
草
を
実
施
し
た
。
揖
管
理
-1
,2
 

・
平
成

25
年
度
に
除
草
機
、
集
草
機
の
導
入
し
、
除
草
作
業
を
実
施
し
た
。
揖
管
理
-4
,5
 

・
堤
防
・
護
岸
等
の
修
繕
補
修
を
平
成

25
年
度

37
箇
所
、
 平

成
26

年
度

51
箇
所
で
実
施
し
た
。
揖
管
理
-3
 

・
平
成

25
年
度
は
刈
草
堆
肥
化
の
試
行
を
行
っ
た
。
ま
た
、
平
成

26
年
度
に
は
刈
草
堆
肥
を
地
域
住
民
に
無
償
配
布
し
た
。
揖
管
理
-6
 

・
樹
木
伐
採
は
、
平
成

25
年
度
は

4
か
所
、
平
成

26
年
度
は

1
か
所
に
つ
い
て
、
輪
伐
を
実
施
し
た
。
揖
管
理
-2
2 

 ②
「
課
題
」
、
「
目
標
」
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
 

・
揖
保
川
で
規
定
さ
れ
て
い
る
巡
視
、
点
検
及
び
除
草
を
実
施
し
、
異
常
、
変
状
等
を
確
認
し
た
箇
所
は
速
や
か
修
繕
補
修
を
行
い
、
堤
防
機
能

の
維
持
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

・
除
草
で
発
生
す
る
刈
草
に
つ
い
て
平
成

25
年
度
に
堆
肥
化
、
平
成

26
年
度
に
は
刈
草
堆
肥
を
地
域
住
民
に
無
償
提
供
し
、
刈
草
の
有
効
利
用

（
コ
ス
ト
縮
減
）
を
実
施
し
た
。
 

・
平
成

25
,2
6
年
度
と
も
に
樹
木
採
取
の
事
業
者
を
公
募
し
、
樹
木
を
伐
採
す
る
こ
と
で
河
道
内
の
管
理
お
よ
び
地
域
と
協
働
し
た
伐
採
木
の
有

効
利
用
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
伐
採
木
を
チ
ッ
プ
化
し
地
域
住
民
に
無
償
提
供
を
実
施
し
た
。
 

 ③
考
察
 

・
引
き
続
き
適
切
な
巡
視
、
点
検
及
び
除
草
等
を
実
施
し
、
異
常
、
変
状
等
を
確
認
し
た
場
合
は
速
や
か
に
修
繕
補
修
を
行
い
、
堤
防
機
能
の
維

持
に
努
め
る
。
 

・
除
草
に
お
い
て
は
、
地
域
と
共
同
し
た
刈
草
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
実
施
検
討
を
進
め
て
い
く
。
 

・
引
き
続
き
流
下
能
力
阻
害
の
樹
木
伐
採
や
計
画
的
な
輪
伐
を
進
め
て
い
く
と
と
も
に
、
さ
ら
に
伐
採
木
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、

地
域
住
民
と
協
働
し
て
有
効
利
用
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。
 

  

○
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
維
持
管
理
 

①
進
捗
状
況
に
つ
い
て
 

・
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
施
設
点
検
を
、
管
理
規
定
に
準
じ
実
施
し
た
。
揖
管
理
-7
 

・
水
門
・
樋
門
等
の
修
繕
補
修
を
平
成

25
年
度
は

14
箇
所
、
 平

成
26

年
度
は

10
箇
所
で
実
施
し
た
。
揖
管
理
-8
 

 ②
「
課
題
」、
「
目
標
」
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
 

・
点
検
等
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
不
具
合
箇
所
に
つ
い
て
は
修
繕
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
機
能
が
維
持
さ
れ
る
管
理
に
努
め
る
こ
と
が
出

来
た
。
 

・
施
設
の
修
繕
に
よ
り
、
施
設
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
勘
案
し
た
効
率
的
、
効
果
的
な
施
設
の
機
能
維
持
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

 ③
考
察
 

・
引
き
続
き
、
適
切
な
操
作
、
点
検
及
び
補
修
に
よ
っ
て
水
門
・
排
水
機
場
・
樋
門
等
の
機
能
が
維
持
さ
れ
る
管
理
に
努
め
る
。
 

・
長
寿
命
化
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
河
川
管
理
施
設
で
は
、
今
後
、
効
率
的
、
効
果
的
な
施
設
の
機
能
維
持
に
努
め
る
。
 

  

H2
5
年
度
 公

募
型
樹
木
採
取
 

(揖
保
川
左
岸
 2
2.
2～

23
.1
k)
 

H2
5
年
度
 護

岸
の
補
修
状
況
 

(三
津
地
区
) 

H2
6
年
度
 堤

防
点
検
 

H2
6
年
度
 堤

防
除
草
 

H2
6
年
度
 河

川
管
理
施
設
点
検
 

H2
6
年
度
 樋

門
の
補
修
状
況
 

（
佐
野
第
二
排
水
樋
門
）
 

開
閉
装
置
不
良
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 開

閉
装
置
搬
入
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
開
閉
装
置
据
付
 

H2
5
年
度
 樋

門
開
閉
装
置
の
補
修
状
況
 

（
山
根
川
排
水
樋
門
）
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進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

管理-1 C 河川巡視と点検の実施状況 河川巡視と点検の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-2 C 河川カルテ記録の実施状況 河川カルテ記録の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　堤防天端及び堤防法面の損傷は、放置すると亀裂や法崩れ等の重大
な被災の原因となる恐れがあることから、点検等で異常があれば補修
を行う。また、必要に応じて堤防天端の舗装を行う。
　護岸の老朽化に伴う損傷や河岸の洗掘については、状態を評価する
とともに堤防への影響等を考慮し必要に応じて護岸補修や根固工等に
よる洗掘対策などを実施する。
　なお、これらの工事を実施する場合、周辺の現地状況を把握した上
で、自然環境や景観等に配慮した工法を採用する。

管理-3 C 河川管理施設の補修の実施状況 河川管理施設（堤防、護岸）の補
修の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　堤防除草については、外観点検及び堤防の強度維持のために出水期
前と台風期（出水期後）の点検に支障がないように実施する。
　堤防除草を実施することにより、堤防の変状を早期・容易に把握
し、堤防機能の維持に努める。

管理-4 C 堤防除草の実施状況 堤防除草の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　除草実施にあたり、遠隔操縦式除草機等の導入により、安全性の確
保とコスト縮減を図る。

管理-5 C 刈草の有効活用の状況
（コスト縮減）

除草のコスト縮減の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　また、刈草は、資源の有効活用を図る取り組みを実施する。 管理-6 C 刈草の有効活用の状況
（取り組み）

刈草の有効活用を図る取り組みの
実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-7 C 河川管理施設の点検実施状況 河川管理施設（樋門、堰等）の点
検実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-8 C 河川管理施設の維持修繕の実施状
況

河川管理施設（樋門、堰等）の維
持修繕の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　なおその際、各施設の補修コストを勘案して、補修・補強・更新・
改築等を検討し、効率的・効果的な施設の機能保全を図る。

管理-9 B コスト縮減を勘案した河川施設の
機能保全に関する検討の実施状況

コスト縮減を勘案した河川施設の
機能保全検討の実施量（回） 0回

管理-10 C 樋門操作講習会の実施状況 樋門操作講習会の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-11 C 樋門操作員の確保の状況 樋門操作員の確保の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-12 B 樋門操作や異常確認のための機器
の設置状況

水位センサー及びCCTVの設置実
施量（箇所） ○ ○ 11箇所

管理-13 B 出張所と樋門の連絡網の整備状況 出張所と樋門との連絡網整備の実
施量（箇所） ○ 19箇所

管理-14 A 樋門等の上屋整備、電動化の状況 樋門等の上屋整備・電動化進捗率
（％） 0%

管理-15 B 施設管理の効率化の状況
（樋門のフラップ化）

管理効率化のためのフラップ化の
実施量（箇所） 0箇所

管理-16 B 施設管理の効率化の状況
（樋門等操作の遠隔化）

樋門等の効率的な管理のための遠
隔化の実施量（箇所） ○ 19箇所

　樋門等は、堤防と同等の機能を有している必要があり、また河川を
横断する橋梁は河川管理上の支障とならないよう適正な維持管理が必
要であるため、河川管理施設と同様に点検を実施し、河川管理上支障
となる施設については、改善対策を実施するよう改築時等に施設管理
者へ指導を行う。

管理-17 C 許可工作物の点検の実施状況 許可工作物の点検の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　特に橋梁や堰等の許可基準を満たしていない施設について、改善を
指導する。

管理-18 C 許可工作物の改善指導の状況 許可基準を満たしていない施設の
改善指導の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　日常的な河川巡視を行うとともに、河川愛護モニターなど地域住民
からも積極的に情報を収集する。

管理-19 C 地域住民からの情報収集の状況 地域住民からの情報収集の実施状
況 ○ ○

H25実施
H26実施

　また、CCTVの増設により現地の状況を把握し情報収集体制の強化
を図る。

管理-20 B 情報収集の体制強化の状況 CCTV増設の実施量（箇所）
0箇所

管理-21 B 流下阻害に関する河道内樹木の管
理の状況

支障となる樹木の伐採の実施量
（ｍ３） ○ ○ 68,920m3

管理-22 C 環境に関する河道内樹木の管理の
状況

輪伐による計画的伐採の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　また、伐採した樹木については、有効利用について検討を行う。検
討にあたり、地域住民と協働して積極的に取り組む。

管理-23 C 伐採樹木の有効利用検討の実施状
況

伐採樹木の有効利用検討の実施状
況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-24 B 土地取得の状況 土地取得の実施量（m2）
○ ○ 6,800m2

管理-25 B 土地境界の明示・確定の状況 境界明示・確定の作業実施量
（m） ○ ○ 476ｍ

管理-26 B 土地台帳の整備状況 土地台帳の整備の実施量（箇所）
○ ○ 11箇所

管理-27 Ｃ 境界杭の定期点検、補修の実施状
況

境界杭の定期点検、補修の実施状
況 ○ ○

H25実施
H26実施

　堤防上の道路や公園などの占用区域内の管理については、占用者側
で適切に実施するよう様々な機会に指導する。

管理-28 Ｃ 占用区域の管理に関する指導の状
況

適切な占用区域内の利用の管理指
導に関する実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-29 Ｃ 堆積土砂の変動状況及び傾向把握
の状況

堆積土砂の変動状況及び傾向の把
握の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-30 B 堆積土砂の撤去状況 堆積土砂の撤去実施量（m3）
○ ○ 67,700m3

　砂利採取に関する規制計画において定められた区間で、堰等の河川
管理上支障となる土砂堆積箇所については、砂利採取を許可するもの
とする。

管理-31 B 砂利採取の許可状況 砂利採取許可の実施量（件）

0件

管理-32 C 河川環境維持のための塵芥処理の
実施状況

流木等の塵芥処理の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-33 B 河川環境維持のための地域、関係
機関と連携した美化活動等の実施

状況

地域、関係機関と連携した美化清
掃活動等の実施量（回） ○ ○ 13回

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

4.4.1
河川管
理施設
等の機
能維持
に関す
る事項

堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切な維持管理を行う
ことを目的として、河川巡視による日常的な状況把握を行うととも
に、出水期前点検、台風期点検等を実施し、その結果を河川カルテに
記録する。

　施設の信頼性の確保と機能保持が図れるように樋門等について塗装
や機械の分解修理等の定期的な点検等により状態を評価し、適切な維
持修繕を実施する。
　排水機場、樋門等主要な河川管理施設については、コンクリート構
造部分、機械設備及び電気・制御設備の老朽化による機能低下の有

　講習会を毎年度実施し、出水時の適正な樋門等の操作を図るととも
に、操作員については自治体等の協力を得て、人員の確保に努める。

光ファイバー網を利用した水位センサーやCCTVの設置により、操作
状況の確認及び異常箇所の早期発見に努めるとともに、出張所と樋門
との連絡網の整備を推進する。

樋門等の上屋整備や電動化、予備電力の導入を図るとともに、管理の
効率化のためのフラップ化、光ファイバー網を活用した遠隔化等、河
川管理の高度化による迅速、確実な対応を図る。

4.4.2
河川区
域の管
理に関
する事
項 　洪水を安全に流下させるために支障となる樹木は伐採するととも

に、発達した樹木については、生物の生息・生育・繁殖の場に配慮し
た輪伐による計画的伐採を実施する。

河川内には堤外民地が依然として存在しているため、整備の必要が生
じた場合や施設の中に民地が存在する場合など、必要に応じて土地の
取得を行う。　また、河川区域境界及び河川管理者の土地との境界を
明確にするため、土地境界の申請があった場合や、河川整備及び管理
の必要に応じて境界明示・確定作業を行う。
　また、土地に関する台帳の整備を進め、必要に応じて境界杭の定期
点検、補修を実施する。

　河道掘削、堰改築等による河床変動等の土砂管理に関する課題につ
いて、メカニズムや土砂動態を明らかにし、具体的な対策につなげる
ため定期的な河川縦横断測量や出水後の巡視等により、河道内堆積土
砂の変動の状況及び傾向を把握し、流下能力阻害となる場合は撤去を
実施する。

　良好な河川環境を維持するために、速やかな塵埃処理を行う。ま
た、地域住民や関係機関と連携を図り、美化清掃活動の継続的な実施
と支援を行う。

239



進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況

　ゴミ捨て禁止看板の設置、合同パトロール、ゴミマップのホーム
ページへの掲載、マスメディアを活用した啓発、地域住民、関係住民
団体に河川愛護活動への協力依頼を行うことにより、啓発活動を実施
する。

管理-34 C 河川環境維持のための啓発活動の
実施状況

河川愛護に関する啓発活動の実施
状況

○ ○
H25実施
H26実施

管理-35 B 不法投棄への対応状況 CCTVの設置実施量（箇所）
○ 16箇所

管理-36 C 不法投棄の防止の啓発状況 不法投棄防止の啓発活動の実施状
況 ○ ○

H25実施
H26実施

〔不法係留の防止〕
　河口部の不法係留船やそれらに関する不法工作物は、港湾管理者や
関係機関と連携し、啓発活動や不法係留船・不法工作物の防止・是正
指導を継続的に実施する。

管理-37 C 不法係留への対応状況 不法係留防止の啓発活動と是正指
導の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

〔不法耕作の防止〕
　不法耕作、農器具小屋等の工作物の設置等の不法行為については、
巡視時における是正指導、啓発看板の設置等により継続的な是正指導
を行う。

管理-38 C 不法耕作への対応状況 不法耕作防止の是正指導の実施状
況

○ ○
H25実施
H26実施

〔迷惑行為等の対策〕
　散策、ボート遊び、水泳、バーベキュー等についてもマナーを逸脱
する者に対しては、ルールを守るよう注意していく。そのために河川
管理者以外の者（個人、団体）の協力も求めていく。

管理-39 C 迷惑行為への対応状況 迷惑行為防止の指導の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　現在ある水防協議会等においては、連絡体制の強化を促進する。 管理-40 C 危機管理に関する連絡体制強化の
状況

危機管理に関する関係協議会等の
連絡体制強化の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

防災活動にあたっては、防災エキスパート制度を活用するとともに、
ボランティア団体の参加・協力、次世代への防災技術の伝承等のため
の仕組みづくりを検討する。

管理-41 C 防災活動に関するボランティアの
仕組み作りの状況

防災エキスパート制度の活用、ボ
ランティア団体の参加・協力の実

施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　防災活動が円滑に実施できるよう防災関連施設等の基盤整備を推進
するほか、非常用備蓄土砂等の確保を図る。

管理-42 C 水防資材の備蓄確保の実施状況 土砂の備蓄状況
○ ○

H25実施
H26実施

　災害対策指令車、排水ポンプ車等の災害対策機器については、他事
務所との連携を図りながら配備の拡充を進める。

管理-43 C 他事務所と連携した災害対策機器
の配備拡充の実施状況

他事務所と連携した災害対策機器
の配備拡充の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　さらに、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場
合において、水防上緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に
伴い侵入した水を排除する他、高度の機械力又は高度の専門的知識や
技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行う。

管理-44 C 特定緊急水防活動の実施状況 特定緊急水防活動の実施状況

実施なし

管理-45 C 河川情報の拡充提供のための観測
機器の増設状況

観測機器の設置の実施状況
○

H25実施なし
H26実施

管理-46 A 河川情報の拡充提供のための光
ファイバーの整備状況

光ファイバー整備進捗率（％）
○ 49%

管理-47 C 24時間の河川情報の提供状況 24時間情報提供の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-48 C ユビキタスネットワーク活用検討
の状況

ユビキタスネットワーク活用の実
施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-49 C 観測機器の適正な管理の状況 観測施設点検の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

管理-50 B 確実な情報の収集・提供のための
施設の整備状況

観測機器・通信経路の二重化整備
実施量（箇所） ○ 2箇所

　水防活動や避難勧告など遅滞のない防災体制を支援するため、自治
体等への情報提供を効果的に行う。

管理-51 C 防災体制支援のための効果的な情
報提供の実施状況

防災体制に関する自治体等への効
果的な情報提供の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　防災に関する出前講座等により、防災情報の提供を行うことで防災
意識の啓発に努める。また、浸水想定区域図の周知等により、洪水ハ
ザードマップの作成を支援するとともに、関係機関や地域住民と連携
した防災訓練等を促進する。

管理-52 C 防災意識の啓発の状況 防災意識の啓発活動の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　浸水想定区域内における土地の新規開発に対して自主防災対策に資
する情報の提供を行い、総合的な被害軽減対策を関係機関や地域住民
等と連携して推進する。

管理-53 C 関係機関や地域と連携した害軽減
対策の実施状況

関係機関や地域と連携した総合的
な被害軽減対策の実施状況 実施なし

　水防資機材の備蓄については、資材の保有状況を把握するととも
に、これまでの被災状況などを踏まえ、資機材の備蓄を着実に実施す
るよう努める。

管理-54 C 水防資材の備蓄の状況 水防資材の備蓄確保の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　災害対策用機械については、地域（地元自治体）と連携を図り支援
を行う。

管理-55 C 災害対策用機械の支援の状況 地域と連携した災害対策用機器支
援の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-56 B 畳堤の老朽化補強の状況 畳堤の老朽化補強の実施量(m)
○ 644m

管理-57 Ｃ 畳の設置に関する地域との連携強
化の実施状況

畳の設置に関する地域との連携強
化の実施状況 実施なし

　山林の荒廃や開発等による土砂や流木の流出の増大を軽減するた
め、国、関係自治体が連携して流域の保水・遊水機能の保全・改善・
流木対策を促進する。

管理-58 C 流域の保水・遊水機能の対策の実
施状況

国県市が連携した流域の保水・遊
水機能の対策の実施状況 実施なし

　整備途上における洪水や目標規模を上回る規模の洪水による被害軽
減のため、遊水地効果のある氾濫域については関係機関等と調整を図
り、確保に努める。

管理-59 C 遊水地効果のある氾濫域の確保の
状況

遊水地効果のある氾濫域の関係機
関等と調整及び確保の実施状況 ○

H25実施なし
H26実施

管理-60 C 河川利用及び安全確保に関する情
報提供の実施状況

河川利用及び安全確保のあり方に
関する情報提供の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

管理-61 C 河川愛護の啓発活動の状況 河川愛護月間等における啓発活動
の実施状況 実施なし

管理-62 C 河川の安全な利用を指導する人材
の育成状況

河川に関する知識を有し、安全な
利用の仕方を指導できる人材の育

成の実施状況
○ ○

H25実施
H26実施

　流域自治体において、「かわまちづくり計画」に基づき整備を予定
する箇所については、地域の特性、歴史、河川環境などの情報を共有
しながら、基盤整備等の積極的な連携を行う。

管理-63 C 河川利用に関する流域自治体との
連携の状況

流域自治体の「かわまちづくり計
画」との連携の実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　看板の設置やチラシの配布、危険な利用をしている者へ注意喚起す
るとともに、ダム・堰管理者、教育関係者、警察、消防などともに事
故防止の意見交換の場（「水難事故防止協議会（仮称）」）を設け
る。

管理-64 C 河川利用に関する注意喚起の状況 水難事故防止に関する注意喚起の
実施状況

○
H25実施なし

H26実施

4.4.4
河川空
間の利
用に関
する事
項

　水辺に人が集まる施設の機能の維持、川でしかできない水辺に親し
むための施設の充実を図るとともに、身近な自然を楽しみ安心して利
用できる河川空間の整備を図る。
 危険が内在する河川の自然性を踏まえた河川利用及び安全確保のあり
方に関する情報提供を行うとともに、河川愛護月間等における啓発活
動を継続的かつ積極的に実施する。また、河川に関する知識を有し、
安全な利用の仕方を指導できる人材の育成も図る。

4.4.2
河川区
域の管
理に関
する事
項

〔不法投棄の防止〕
　ゴミの投棄等の不法行為については、河川巡視の強化、看板の設置
やCCTVの設置等、各種啓発活動や監視を行う。

4.4.3
危機管
理対策
に関す
る事項

　更なる河川情報等の収集・提供を推進するため、観測機器の増設や
光ファイバケーブル網の拡大を図るとともに、インターネットや電子
メールを用いたリアルタイムの情報提供・ユビキタスネットワークの
活用を進めるための検討を行う。

　また、河川情報等の収集・提供を確実に行うために観測施設等の適
正な管理を行うほか、観測機器・通信経路の二重化を推進する。

　畳堤の老朽化に対する補強や、出水時に住民がスムーズに堤防へ畳
の設置が行えるよう、地域との連携を強化する。
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堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切な維持管理を行うことを

目的として、河川巡視による日常的な状況把握を行うとともに、
管理-1

出水期前点検、台風期点検等を実施し、その結果を河川カルテに記録する。
管理-2

　

4.4 河川の維持管理に関する事項

P.86

河川巡視と点検の実施状況

河川巡視及び点検を継続してきたことで、河川管理施設の機能維持を、適切に管理す
ることができた。

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-1

河川整備
の実施に

関する事項

ページ

効果の表し方

　河川巡視と点検の効果状況

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

(1)河川管理施設の状態の把握

進捗の表し方

指標 河川巡視と点検の実施状況

観点

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

直轄管理区内で、河川巡視と点検を実施した。

実施状況
直轄管理区内で、河川巡視と点検を実施した。
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揖保川水系河川整備計画 進捗点検ルール 揖管理-1 
 

河川整備の実施に関する事項について 

 

５）親水施設等の点検 

河川利用は利用者責任が基本原則ではあるが、親水を目的に整備した施設もあり、日常 

的に河川に親しむ利用が見られる区間の施設を中心として河川の利用者に安心して利用 
できるよう施設点検を実施する。 

 
■実施項目 

      

維持管理計画書
記載項目

一般パトロール
直轄管理区間を対象とし、車上からの点検

週2回

直轄管理区間を対象とした詳細点検
（河川構造物、不法行為発見、安全点検）

出水前、台風期

河川管理施設は、徒歩による目視点検を実施し必
要に応じて計測機器等を使用する。許可工作物に
ついても管理者に点検を実施させ、必要に応じて
合同の点検を実施する。

-

出水中
河川管理施設等への変状が見られないか河川巡
視等により監視をする。 -

出水後

龍野地点で氾濫注意水位以上又は高水敷を上回
る大規模出水があった場合に出水期前同様施設の
点検を実施する。

-

地震後
規模等を考慮し必要な点検を実施する。実施内容
については出水後の点検に準ずる。 -

親水施設等の点検

河川利用は利用者責任が基本原則ではあるが、親
水を目的に整備した施設もあり、日常的に河川に親
しむ利用が見られる区間の施設を中心として河川の
利用者に安心して利用できるよう施設点検を実施す
る。

-

点検

実施項目 実施内容 実施頻度

河川巡視

目的別巡視 年3回

 
 

 
Ａ・Ｂ・Ｃ区分の選択理由について 

・目標量、実施量は、実施内容が「河川巡視により日常的に状況把握を行う」ことであるが、巡
視にも種類があり、統一的な数量で表すことができないため、C区分とする。 
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堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切な維持管理を行うことを

目的として、河川巡視による日常的な状況把握を行うとともに、
管理-1

出水期前点検、台風期点検等を実施し、その結果を河川カルテに記録する。
管理-2

進捗の表し方

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

(1)河川管理施設の状態の把握

P.86

河川カルテ記録の実施状況

河川カルテ記録の実施状況

観点

指標

河川カルテ記録を継続してきたことで、適切な維持管理に寄与した
効果の表し方

　河川カルテ記録の効果状況

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-2

河川整備
の実施に

関する事項

4.4 河川の維持管理に関する事項ページ

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
直轄管理区内の河川カルテの記録を実施した。

直轄管理区内の河川カルテの記録を実施した。
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P.86

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-3

河川整備
の実施に
関する事項

4.4 河川の維持管理に関する事項

　堤防天端及び堤防法面の損傷は放置すると亀裂や法崩れ等の重大な

被災の原因となる恐れがあることから、点検等で異常があれば補修を行う。

また、必要に応じて堤防天端の舗装を行う。護岸の老朽化に伴う損傷や

ページ

観点

指標

1)堤防の補修

【揖管理-1の河川巡視及び点検結果により異常が確認された場合】

河岸の洗掘については、状態を評価するとともに堤防への影響等を考慮し

必要に応じて護岸補修や根固工等による洗掘対策などを実施する。

河川管理施設の補修の実施状況

堤防の機能を維持するために堤防補修を累計で88箇所実施した。

河川管理施設（堤防、護岸）の補修の実施状況

効果の表し方

　河川管理施設(堤防、護岸)の補修の効果状況

進捗の表し方

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
揖保川、中川、林田川、栗栖川における、37箇所の堤防補
修を実施した。
揖保川、中川、林田川、栗栖川における、51箇所の堤防補
修を実施した。
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堤防機能を維持するために堤防除草を2年連続で実施した。

と台風期（出水期後）の点検に支障がないように実施する。

堤防除草を実施することにより、堤防の変状を早期・容易に把握し、

堤防機能の維持に努める。

観点

指標

堤防除草の実施状況

4.4 河川の維持管理に関する事項

P.86

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-4

河川整備
の実施に

関する事項

ページ

2)堤防の除草

　堤防除草については、外観点検及び堤防の強度維持のために出水期前

効果の表し方

　堤防除草の効果状況

進捗の表し方

堤防除草の実施状況

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

直轄管理区間で、出水期前後に2回堤防除草を実施した。

実施状況
直轄管理区間で、出水期前後に2回堤防除草を実施した。

■実施項目 
    

実施項目 実施内容 実施頻度 

堤防除草 直轄管理区間 
出水期前及び台風シーズン
前の2回/年 
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 除草のコスト縮減の効果状況

龍野出張所管内の除草作業において、大型遠隔操作型除草機、集草機を導入したこ
とで、堤防除草の安全性とコスト縮減に努めることができた。

ページ

P.86

2)堤防の除草

安全性の確保とコスト縮減を図る。

観点

指標

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

　除草実施にあたり、遠隔操縦式除草機等の導入により、

刈草の有効活用の状況（コスト縮減）

除草のコスト縮減の実施状況

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-5

河川整備
の実施に

関する事項

4.4 河川の維持管理に関する事項

進捗の表し方

効果の表し方

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
龍野出張所管内上流の除草作業において、除草機、集草機
を導入した。
龍野出張所管内上流の除草作業において、除草機、集草機
を導入した。
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C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-6

河川整備
の実施に

関する事項

4.4 河川の維持管理に関する事項ページ

P.86

2)堤防の除草

進捗の表し方

効果の表し方

 刈草の有効活用を図る取り組みの効果状況

観点

指標

　刈草を堆肥化し、一般配付することで、資源の有効活用及びコスト縮減に努め
た。

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

　また、刈草は、資源の有効活用を図る取り組みを実施する。

刈草の有効活用の状況

刈草の有効活用を図る取り組みの実施状況

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

刈草を堆肥化することにより、有効活用を図ると共にコスト縮
減を実施した。

実施状況
刈草を堆肥化することにより、有効活用を図ると共にコスト縮
減を実施した。
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管理-7

管理-8

効果の表し方

　河川管理施設（樋門、堰等）の点検効果状況

進捗の表し方

河川管理施設の点検実施状況

河川管理施設（樋門、堰等）の点検実施状況

河川管理施設の機能の維持のために河川管理施設（樋門、樋管、水門、排水機場
等）の点検を実施した。

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-7

河川整備
の実施に

関する事項

4.4 河川の維持管理に関する事項

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

　施設の信頼性の確保と機能保持が図れるように樋門等について

塗装や機械の分解修理等の定期的な点検等により状態を評価し、

適切な維持修繕を実施する。

ページ

P.87

1)水門、排水機場、樋門等の維持管理

観点

指標

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
河川管理施設（樋門、樋管、水門、排水機場等）で点検を実
施した。
河川管理施設（樋門、樋管、水門、排水機場等）で点検を実
施した。
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管理-7

管理-8

適切な維持修繕を実施する。

塗装や機械の分解修理等の定期的な点検等により状態を評価し、

指標

河川管理施設の維持修繕の実施状況

効果の表し方

　河川管理施設(樋門,堰等)の維持修繕の効果状況

進捗の表し方

観点

【揖管理-7の点検結果により異常が確認された場合】

河川管理施設(樋門,堰等)の維持修繕の実施状況

河川管理施設の機能維持のために、河川管理施設の維持修繕を累計で24箇所実施し
た。

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-8

4.4.1河川管理施設等の機能維持に関する事項

P.87

4.4 河川の維持管理に関する事項ページ

河川整備
の実施に

関する事項
　施設の信頼性の確保と機能保持が図れるように樋門等について

1)水門、排水機場、樋門等の維持管理

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
河川管理施設（樋門、水門）の補修を、14箇所実施した。

河川管理施設（樋門、水門）の補修を、10箇所実施した。
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管理-21

管理-22

効果の表し方

　輪伐による計画的伐採の効果状況

輪伐による樹木伐採を実施した事で、生物の生息・生育・繁殖の場への配慮
に努めた樹木管理が2年継続してできた。

発達した樹木については、生物の生息・生育・繁殖の場に配慮した輪伐による

計画的伐採を実施する。

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖管理-22

河川整備
の実施に
関する事項

ページ

観点

P.88

(2)樹木の伐採と管理

4.4 河川の維持管理に関する事項

進捗の表し方

4.4.2河川区域の管理に関する事項

環境に関する河道内樹木の管理の状況

　洪水を安全に流下させるために支障となる樹木は伐採するとともに、

輪伐による計画的伐採の実施状況指標

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
9箇所で樹木伐採を実施した。

8箇所で樹木伐採を実施した。
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揖
保
川
流
域
懇
談
会
用
説
明
資
料
（
地
域
：
地
域
住
民
と
地
域
で
活
動
し
て
い
る
方
々
と
河
川
管
理
者
に
よ
る
連
携
）
 

■
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る
「
課
題
」
、
「
目
標
」
、
「
実
施
」
に
つ
い
て
 

（
1）

河
川
整
備
の
現
状
と
課
題
（
P5
6）

 

揖
保
川
の
豊
か
な
自
然
環
境
を
保
全
し
な
が
ら
地
域
の
特
性
を
後
世
へ
引
き
継
げ
る
よ
う
、
流
域
の
住
民
と
一
体
と
な

っ
た
川
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
河
川
管
理
者
だ
け
で
な
く
、
流
域
の
住
民
や
各
種
団
体
と
連

携
し
な
が
ら
、
揖
保
川
の
美
化
活
動
や
利
用
促
進
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
 

（
2）

河
川
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
（
P6
8）

 

地
域
特
性
に
あ
っ
た
河
川
管
理
は
、
地
域
住
民
と
の
協
働
に
よ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
地
域
自
治
体
・
住
民
と
の
連
携

を
図
る
。
 

地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
や
川
の
学
習
活
動
等
を
通
し
て
連
携
し
、
河
川
に
対
す
る
意
識
の
共
有
を
図
り
関
心
を
高
め

る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
個
性
あ
る
「
川
づ
く
り
」
、
流
域
と
一
体
と
な
っ
た
「
川
づ
く
り
」
を

目
指
す
。
 

（
3）

河
川
整
備
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
P9
2）

 

地
域
住
民
と
の
河
川
合
同
巡
視
、
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
制
度
の
継
続

①
、
住
民
団
体
等
に
よ
る
河
川
清
掃
活
動
等

②
を
通

し
て
意
見
を
交
換
し
、
河
川
に
対
す
る
河
川
管
理
者
と
地
域
住
民
と
の
意
識
の
共
有
を
図
り
河
川
へ
の
関
心
を
高
め
、
地

域
住
民
と
の
連
携
を
行
い
、
地
域
の
特
性
に
あ
っ
た
河
川
管
理

③
に
取
り
組
む
。
 

流
域
で
実
施
、
計
画
さ
れ
て
い
る
各
種
の
取
り
組
み
と
連
携
し
、
河
川
と
流
域
が
一
体
と
な
っ
た
河
川
環
境
の
改
善

④
に

取
り
組
む
。
 

災
害
発
生
時
に
河
川
情
報
に
基
づ
く
適
切
な
対
応
、
河
川
の
環
境
や
歴
史
文
化
へ
の
関
心
、
適
正
な
河
川
利
用
や
維
持

管
理
な
ど
に
お
い
て
地
域
の
指
導
者
の
存
在
は
大
変
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
育
成
に
つ
い
て
、
流
域
内
の
活
動
団
体
等

と
協
力
、
連
携
し
て
実
施
ま
た
は
支
援
す
る
。
 

■
「
課
題
」
「
目
標
」
の
達
成
状
況
 

            

■
進
捗
状
況
 

                 

■
ま
と
め

 

①
進
捗
状
況
に
つ
い
て
 

・
平
成

25
、
26

年
度
に
、
清
掃
活
動
な
ど
の
地
域
住
民
、
地
域
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
、
河
川
管
理
者
が
一
体

と
な
っ
た
取
り
組
み
を
揖
保
川
の
沿
川
に
お
い
て
多
数
実
施
し
た
。
揖
地
域
-1
,2
 

 ②
「
課
題
」、
「
目
標
」
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
 

・
平
成

25
、
26

年
度
に
、
伐
採
木
の
有
効
活
用
、
河
川
清
掃
、
河
川
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
活
動
に
つ
い
て
実
施
及
び
 

参
加
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
、
地
域
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
と
河
川
管
理
者
が
連
携
し
、
三
者
が
一
体
と
な

る
取
り
組
み
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

 ③
考
察
 

・
今
後
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
地
域
住
民
や
地
域
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
と
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
継
続
し

て
い
く
こ
と
と
と
も
に
、
地
域
の
自
発
的
な
活
動
を
行
う
人
材
の
育
成
や
、
地
域
住
民
間
の
交
流
を
支
援
し
て
い

く
取
り
組
み
を
進
め
、
地
域
特
性
に
あ
っ
た
河
川
管
理
を
図
っ
て
い
く
。
 
 

【
地
域
住
民
や
地
域
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
と
河
川
管
理
者
が
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
の
状
況
】
 

【
揖
保
川
流
域
で
開
催
さ
れ
て
い
る
行
事
と
河
川
管
理
者
と
の
係
わ
り
状
況
】
 

地
 
域
 

【
地
域
住
民
や
地
域
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
と
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
の
状
況
】
 

H2
6
年
度
 
刈
草
堆
肥
と
伐
採
木
チ
ッ
プ

の
無
償
提
供
 

H2
6
年
度
 
河
川
清
掃
（
（
株
）
ダ
イ
セ
ル
）
 

H2
6
年
度
 環

境
出
前
講
座
 

（
た
つ
の
こ
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ
）
 

河
川
清
掃
活
動
の
回
数
は
下
表
の
河
川
管
理
者
協
力
の
回
数
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進捗状況

実施事項
H25
年度

H26
年度

（H26年度末）

　地域住民との河川合同巡視、河川愛護モニター制度の継続、住民団
体等による河川清掃活動等を通して意見を交換し、河川に対する河川
管理者と地域住民との意識の共有を図り河川への関心を高め、地域住
民との連携を行い、地域の特性にあった河川管理に取り組む。

地域-１ C 地域住民と連携した河川管理の実施状
況

地域住民と連携した河川管理
の実施状況

○ ○
H25実施
H26実施

　流域で実施、計画されている各種の取り組みと連携し、河川と流域
が一体となった河川環境の改善に取組む。

地域-２ Ｃ 河川環境の改善に関する地域と連携し
た取り組みの状況

地域と連携した河川環境改善
の各種取り組みの実施状況 ○ ○

H25実施
H26実施

　災害発生時に河川情報に基づく適切な対応、河川の環境や歴史文化
への関心、適正な河川利用や維持管理などにおいて地域の指導者の存
在は大変重要であることから、その育成について、流域内の活動団体
等と協力、連携して実施または支援する。

地域-3 Ｃ 河川に関する指導者育成のための流域
活動団体等との協力、連携の状況

河川に関する地域の指導者育
成と支援の実施状況

○
H25実施なし

H26実施

4.5地
域住民
との連
携の実
施に関
する事
項

【整備計画の内容】　　４．河川整備の実施に関する事項
指標
番号

指標
区分

観点 進捗の表し方

実施状況
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4.5 地域住民との連携の実施に関する事項

を行い、地域の特性にあった河川管理に取り組む。

観点 地域住民と連携した河川管理の実施状況

指標

河川愛護モニターを活用したモニタリングを実施したことで、地域住民、地域で活
されている方々、管理者が一体(エリアマネジメント)となった取り組みに、努める

地域住民と連携した河川管理の実施状況

　地域住民と連携した河川管理の効果状況

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖地域-1

ページ

河川整備
の実施に
関する事項

とができた。

よる河川清掃活動等を通して意見を交換し、河川に対する河川管理者と
P.92

地域住民との意識の共有を図り河川への関心を高め、地域住民との連携

　地域住民との河川合同巡視、河川愛護モニター制度の継続、住民団体等に

効果の表し方

進捗の表し方

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

平成26年度に河川愛護モニター3名を委嘱した。

実施状況

平成25年度に河川愛護モニター3名を委嘱した。
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効果の表し方

共有することで円滑な調整を図る。

進捗の表し方

　渇水時の関係機関との渇水調整の効果状況

P.82

(2)渇水調整の円滑化

観点

指標 渇水時の関係機関との渇水調整の実施状況

渇水時の関係機関との調整施状況

H25年度H26年度は揖保川水系において渇水が発生しなかったため渇水調整会議を開催し
なかった

C

揖保川水系河川整備計画　進捗点検シート 揖利水-5

ページ

河川整備
の実施に
関する事項

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持の実施に関する事項

4.2.3 渇水時の対応に関する事項

今後の流況、ダム貯水率等の見込みを検討し、渇水調整会議において

　渇水時には、関係者から最新情報を収集し、予定取水量や降雨情報から

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

実施状況
実施なし

実施なし
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